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 秋田市教育委員会では、今年３月に策定した「秋田市小・中学校適正配置基本方針」

に基づき、市内７つの地域ごとに学校適正配置地域ブロック協議会を設置しました。 
今後、学校適正配置に関する取組状況や協議の内容等について、保護者や地域の皆

様にお知らせするため、協議会だよりを随時発行してまいります。 

＜西部地域ブロック＞  

 基本方針では、市内７つの地域ブロックごとに、将来の学校数の上限を定めました。 

小学校（日新小、勝平小、浜田小、豊岩小、下浜小）  

中学校（秋田西中、豊岩中、下浜中、勝平中）   

この基本方針に基づき、将来の望ましい学校数となるような学校の組み合わせにつ

いて、地域住民や保護者の代表の皆様と協議を始めました。 

 

1 回西部地域ブロック協議会の協議内容 

令和元年７月 22 日（月）18 時 30 分から、西部市民サービスセンターにおいて、 

第１回西部地域ブロック協議会を行い、次のことを話し合いました。 

 

＜議題＞ 

・秋田市小・中学校適正配置基本方針の概要について 

・西部地域における現状と課題について 

・学校統合の方向性の決定に向けた今後の進め方について 

 

＜今回の協議で決定した事項＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

＜協議の中で出された主な意見・質問＞      ＜教育委員会の対応案＞ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

令和元年８月 20 日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  
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小規模校であっても、それぞれの地域に応

じた魅力ある学校運営が行われているので、

統合などをせずに、現状のまま、地域全体で

子どもたちを見守るということで、よいので

はないか。 

どこの小規模校でも地域や保護者の協力

を得ながら、その良さを活かそうとしてい

ることは十分認識しています。しかしなが

ら、人数が少ないがゆえに、できないこと

や選べないことがあり、子どもたちが様々

な体験を通じて成長するには、学校に一定

規模の集団が確保されていることが望まし

いと考えています。 

★統合のシミュレーション示す★ 

○協議会からの要請を受け、たたき台とし

て、教育委員会が、学校の適正配置に向

けた統合のシミュレーション（小・中学

校の組み合わせ）を示します。 

裏面につづく 
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※公募委員は、市民の中から選考された委員です。 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ その他、「地域の道路や交通事情にも配慮し、学校の組み合わせを検討するべき」「子どもが

自力で通学できる学校を残してほしい」「統合の先進事例などを紹介してほしい」などの意見等

がありました。 

 

域ブロック協議会委員 西部地域の委員は、次のとおりです。（全 18 名）   

 № 団体名  № 団体名 

地 

域 

委 
員 

1 西部地域住民自治協議会 
保 

護 

者 

委 

員 

1 秋田西中学校ＰＴＡ 

2 新屋振興会 2 豊岩中学校ＰＴＡ 

3 新屋勝平地区振興会 3 下浜中学校ＰＴＡ 

4 浜田地区振興会 4 勝平中学校ＰＴＡ 

5 豊岩地区振興会 5 日新小学校ＰＴＡ 

6 下浜地区振興会 6 勝平小学校ＰＴＡ 

7 西部地域子育て支援ネットワーク連絡会 7 浜田小学校ＰＴＡ 

8 西部地区スポーツ推進協議会  8 豊岩小学校ＰＴＡ 

公募 １ 公募委員※ 9 下浜小学校ＰＴＡ 

 

2 回西部地域ブロック協議会の開催予定                        

日 時 ： 令和元年 10 月 17 日（木）18 時 30 分～ 

会 場 ： 西部市民サービスセンター 洋室４～７ 

議 題 ： 西部地域における小・中学校の統合案について 等 

 協議会は傍聴することができます。傍聴をご希望のかたは、直接会場にお越しくだ

さい。受付は先着順です。定員に達した場合は、入場をお断りすることがありますの

で、あらかじめご了承ください。 

 

地

基本方針では、「期限を設けることなく、

合意形成が図られるまで協議を行う」とし、

協議会を年間２回から４回開催するとのこ

とであるが、最終的には、何年後を目標にし

て協議していくのか。 

７つの地域ブロックでは、地域性の違いが

あることから、一律に何年以内という期限を

設けていません。期限の目標なども、各地域

ブロックで協議、検討をしていただきたいと

考えています。 

児童数が少ない３つの小規模校が統合し

ても、いずれ統合を繰り返すことになるの

で、大規模校を含めた学校の組み合わせを検

討するとともに、子どもたちが自力で通学で

きる場所に学校を新設してはどうか。 

 

学校の組み合わせは、将来を見据え、大規

模校を含めた検討も必要と考えています。ま

た、統合後の学校は、原則として、既存の学

校施設、用地を活用することとしており、統

合により学区が広域となった場合は、スクー

ルバスの運行も考えています。 

市内７地域ごとに学校の適正配置について

協議を始めているとのことであるが、仮に全

市的に学校の統合が進んだ際には、それに係

る経費の財源の確保は大丈夫なのか。 

現時点では学校適正配置に係る経費は未定

ですが、統合により必要となる、スクールバ

スの運行や学校施設の改修等に伴う予算の確

保に努めてまいりたいと考えています。 

●お問い合わせ先● 

秋田市教育委員会学校適正配置推進室 

秋田市山王一丁目１番１号 

電  話 ８８８－５８１２ 

ＦＡＸ  ８８８－５８０４ 

e-mail  ro-edaz@city.akita.lg.jp 

https://www.city.akita.lg.jp/kyoikuiinkai/1010626/1021066.html 
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